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特別国会までに高市総裁による自公国連立の交渉が必要  
                              

                                                     ２０２４年 １１月 ４日              

                          社会資本研究所             

                             南   洋史郎             

                   

１１月７日懇親会から両院議員総会となり高市総裁選出が必要不可欠となるだろう                                             

                       

 自公で過半数を１８議席も下回る衆議院議員の歴史的な大敗をまねいた時点で、当然ながら、

石破総理は直ちに辞意を表明すべきであったが、どうも自ら退任を決断し公表することは難しい

様子である。 選挙期間中、睨(にら)みつける怖(こわ)い面妖な形相(ぎょうそう)で、支離滅裂

(しりめつれつ)な不可解な発言が続き、心身面で大きな変調があるのではないかと心配してきた。 

万一にも合理的配慮が必要なら、こだわりが強く、ご本人から辞意表明を期待するのは難しいと

思うので、これ以上、ご本人が窮地に陥り、お困りにならないように速(すみ)やかに次の新総裁

を選出する手続きをとらざるを得ないと拝察する。                      

     

昔より自民党のような歴史のある大政党では、有名な政治家の子弟が特別な方法で私学の超エ

リート校を卒業されるケースが多々あると聞いている。 ただ、高学歴だが政治家の適性や資質

に疑問が感じられる場合、世話人の古参議員が、ご本人のプライドが傷つかないように配慮しな

がら、正しい政治的な発言や対応、行動ができるように支援するという噂話を聞いたことがある。 

今回、そのような特別配慮が必要なケースかどうかは不明だが、テレビ出演で明るく発言されて

おられた頃に比べ、総裁に選出されてからは、精神的に相当に追い詰められている様子で一刻も

早く新しい総裁へバトンタッチができる環境を提供する必要性に迫られているのかも知れない。 

このような場合でも、自民党の党則は良くできており、本人から辞意表明がなくても、緊急時に

国会議員だけで新しい総裁を選ぶことができるようにうまく設計されている。                        

      

１０月３１日のＮＨＫニュースでは１１月１１日予定の特別国会前の１１月７日に石破総理が

出席、衆参両院の全ての国会議員を対象とする両院議員懇談会を開催、今回の選挙結果を総括、

党執行部は懇談会の意見交換を経て特別国会の総理大臣の首班指名に結束して臨む話があった。 

党執行部によるルール確認は必要だが、自民党党則６条４項で全国４７都道府県の支部連合会の

代表４７名と党所属国会議員３０４名(衆議院議員１９１名、参議院議員１１３名)の合計３５１

名の過半数１７６名以上の支部代表や国会議員より、党本部の逢沢委員長の総裁選挙管理委員会

へ要求があった場合、総裁を新たに決める選挙が実施でき、３２条と３３条で両院議員の２/３

の２０３名以上の議員の出席なら、新総裁の議決が有効となる規約となっている。    

                  

すなわち、１１月７日の自民党の議員懇親会に衆議院議員と参議院議員の３０４名から２０３

名以上が出席、出席議員から懇親会を両院議員総会へ切り替え、現総裁の解任と新しい総裁候補

を選出する緊急動議が発議され、その場で異議無しとなり、１７６名以上の賛成があれば、新総

裁を選出できる仕組みとなっている。 国民民主党と連立を組めるかどうかは自公が与党として

生き残れるかどうかの瀬戸際の話であり、高市議員自らが立候補されるか、高市議員を強く推奨

する議員があらわれ、そのまま議員投票で彼女が新総裁へ選出されることになるのであろう。       
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石破政権は終了し高市新総裁による自公国の連立政権交渉に与党生き残りをかける                                           

                       

 石破首相は１１月中旬のＡＰＥＣで習近平主席と会う段取りを画策されていたという話である。 

さらに来年３月の国の予算を決めるまで国会で野党とやり合う気があり、本人は来年３月までは

首相として活躍できると勘違いしたようである。 ただ、冷静に考えるとそれがいかに常識はず

れかがわかる。 自公で過半数を超えていたなら、与党の地位は安泰で首相がイニシアティブを

とって外交も内政も主導でき、中国や米国など様々な国の相手国トップとも交渉できるであろう。 

ところが、過半数を取れず、国民から退陣を要求されている首相、政権が外交でいくら頑張って

も即断即決の権限すらなく、どの国からも相手にされない。 ＡＰＥＣの場でも、儀礼的な会話

はしてもらえるが、それ以上の込み入った複雑な交渉にはなかなか応じてくれないであろう。                 

     

つまり、過半数をとっておらず、それは石破首相自らが招いた結果であるが、仮に１１日に決

選投票で首班指名を受けることができ、何とか与党の地位を確保できても、その地位を守り続け

られる保証はない。 もし、部分連合を組んだ国民民主党が主張する減税案や積極財政案にうま

く対応できないとその時点で国民民主党から駄目の三下り半を突き付けられる可能性もでてくる

のである。 立憲民主党が国民民主党を説得し、野党連合から内閣不信任を突き付けられる危険

性も常にはらんでいる。 過半数は無理でも議員数の多さから、非自公の野党連合の政権が誕生

する可能性も強まるのである。 自公としては、何とか国民民主党を説得し連立を組みたいであ

ろうが、本来辞任すべき石破首相がいつまでも居座り続ける限り、国民からの厳しい批判を恐れ

自民党とは連立政権を組まないであろう。    

      

一方、自民党は国民民主党と連立を組まない限り、これからも不安定な政権運営しかできず、

現段階で国民民主党と連立を組める可能性のある唯一の相手は高市新総裁だけである。 つまり、

好むと好まざるとにかかわらず、今の自民党は高市議員に新総裁になってもらい、国民民主党と

一緒になって連立を組む交渉をお願いせざるを得ないのである。 このあたりの理屈が理解でき

たなら、石破首相は選挙結果が判明次第、即座に退陣を決意したであろう。 また、立憲民主党

との大連立の話は、立憲民主党に首相の座も母屋(おもや)も全て明け渡す話で、自民党がもっと

も選択してはいけない自滅案であり、国民から退陣要求されている石破首相がいくら立ち回って

うまく交渉しようとしても誰からも全く相手にされないであろう。     

 

以上より、今の自民党が政権与党として生き残る唯一の方法は、７日の両院総会で自民党議員

が懇願、説得して、何とか高市議員に総裁に就任していただき、特別国会までに国民民主党と連

立政権の交渉をまとめてもらうことなのである。 仮に連立交渉が長引くなら、１１日の特別国

会の開催にこだわる必要はなく延長すれば良い。 ただ、国民民主の玉木代表も国民から人気の

高市総裁と一緒に連立が組めるなら、喜んで内閣へ参画するような気がする。 この保守色の強

い新政権の内閣は強力であり、国民が喜ぶ減税や積極財政を推進し結果を出す中で、来年の参議

院選挙で自公国の人気を不動のものとするのであろう。       

 

以 上 
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〔注〕本記事の著作権は非営利運営の㈳社会資本研究所に帰属します。 本記事の引用、転

載、転記などは自由にご利用いただいて大丈夫です。 複写は、本データのままであれ

ば、大丈夫ですが、別データなどへ加工しての複写はご遠慮願います。    

 

〔参考資料〕  

 

自民党 党則    

    

   第二章 執行機関   

第一節 総裁及び副総裁   

   第六条 総裁は、別に定める総裁公選規程により公選する。   

   ２ 総裁が任期中に欠けた場合には、原則として、前項の規定により後任の総裁を 

     公選する。 ただし、特に緊急を要するときは、党大会に代わる両院議員総会  

     においてその後任を選任することができる。   

   ３ 前項ただし書の規定により総裁を選任する際の選挙人は、両院議員及び都道府県

支部連合会代表各三名によるものとする。  

   ４ 総裁の任期満了前に、党所属の国会議員及び都道府県支部連合会代表各一名の総

数の過半数の要求があったときは、総裁が任期中に欠けた場合の総裁を公選する

選挙の例により、総裁の選挙を行う。   

   ５ 前項の要求は、党本部総裁選挙管理委員会に対して行うものとする。   

   ６ 副総裁は、総裁が指名し、党大会において承認を受けるものとする。   

 

   第三章 議決機関   

   第二節 両院議員総会   

   第三十二条 両院議員総会は、党所属の衆議院議員及び参議院議員をもって構成する。  

   第三十三条 両院議員総会は、党の運営及び国会活動に関する特に重要な事項を審議 

     決定するものとし、特に緊急を要する事項に関しては、両院議員総会の決定をも

って党大会の議決に代えることができる。 ただし、党大会の議決に代える場合

は、構成員の三分の二以上の出席がなければ審議決定することができない。   

２ 党大会の議決に代えた両院議員総会の決定は、次の党大会に報告し、その承認を

受けなければならない。その承認がないときは、その決定は将来に向かってその

効力を失う。      


